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更新履歴

更新内容タイトル頁版

政府調達協定に基づく基準額を以下のとおり
更新

8,100万円 → 9,000万円

政府調達に関する協定の基準額の
改正に伴う基準額の見直し

3R8.4.1

賃上げ表明・賃上げ実績の技術評価点の加
算割合の変更に伴う加算点の変更
・賃上げ表明 ： ４ → ２
・賃上げ実績 ： －５ → －３
（未実施の減点）

総合評価に関する技術点に関する
評価基準の見直し

4R8.4.1
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１．発注方式の選定区分の見直し
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政府調達に関する協定の基準額が改正に伴う基準額の見直し（８１百万円→９０百万円）

落札者の決定（契約相手の選定）方法と参加者の選定方法の組合せ

※１　9,000万円は政府調達協定に基づく基準額（適用期間：令和８年４月１日から令和１０年３月３１日）

※２　価格競争で9,000万円を超える業務は、原則、総合評価で業務発注を行う。

※３　価格競争で1,000万円以上4,000万円未満の業務は、地域コンサルタントの活用拡大を目的として『地域型』を試行する。

※４　価格競争で1,000万円未満の業務は、地域コンサルタントの更なる活用拡大を目的として『地域限定型』を試行する。

      ただし、事務所管内又は県内に本店を有する企業のみで１０者以上の参加可能者数を確保出来ない場合は『地域型』を適用する。
※５　「通常の指名競争」は、事務所管内又は県内に本店を有する企業のみで１０者以上の候補者群を確保出来る場合にのみ適用出来る。
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２．総合評価落札方式における賃上げ企業加点措置の変更

評価項目 評価の着目点 
配点 

(標準型) 
(1:2) 

配点 
(簡易型) 

(1:1) 
備考 

基
本
事
項(

企
業) 

業務実績 － －  

業務成績 － －  

業務拠点 ４ ４  

企業信頼度 
(優良業務表彰等) 

２ ２  

賃上げ表明 ２ ２  

賃上げ実績 ０ 
(－３) 

０ 
(－３ 

賃上げ実施が未実行の場合
は－３点 

ワーク・ライフ・ 

バランス等促進 
０.５ ０.５  

小計 ８.５ ８.５  

基
本
事
項(
技
術
者) 

管理技術者 

資格 ３ ３  

業務実績 ３ ３  
業務成績 
(技術者評定) 

６ ６  

技術者信頼度 
(優良技術者表彰等) 

４ ４  

継続教育 
(CPD) 

４ 
(２) 

４ 
(２) 

担当・照査技術者の資格を
評価項目とする場合は２点 

担当技術者 
照査技術者 

資格 － 
(２) 

－ 
(２) 

担当・照査技術者の資格を
評価項目とする場合 

小計 ２０ ２０  

技
術
提
案
書 

実施方針 

品質確保 － ２０  

若手技術者の活躍 
(管理技術者) 

－ ３  

若手技術者の活躍 
(若手技術者) 

－ ３  

人材育成 － ４  

評価テーマ ３０ － － 

小計 ３０ ３０  

合計 ５８.５ ５８.５  

 

評価項目 評価の着目点 
配点 

(標準型) 
(1:2) 

配点 
(簡易型) 

(1:1) 
備考 

基
本
事
項(

企
業) 

業務実績 － －  

業務成績 － －  

業務拠点 ４ ４  

企業信頼度 
(優良業務表彰等) 

２ ２  

賃上げ表明 ４ ４  

賃上げ実績 ０ 
(－５) 

０ 
(－５) 

賃上げ実施が未実行の場合
は－５点 

ワーク・ライフ・ 

バランス等促進 
０.５ ０.５  

小計 １０.５ １０.５  

基
本
事
項(

技
術
者) 

管理技術者 

資格 ３ ３  

業務実績 ３ ３  
業務成績 
(技術者評定) 

６ ６  

技術者信頼度 
(優良技術者表彰等) 

４ ４  

継続教育 
(CPD) 

４ 
(２) 

４ 
(２) 

担当・照査技術者の資格を
評価項目とする場合は２点 

担当技術者 
照査技術者 

資格 － 
(２) 

－ 
(２) 

担当・照査技術者の資格を
評価項目とする場合 

小計 ２０ ２０  

技
術
提
案
書 

実施方針 

品質確保 － ２０  

若手技術者の活躍 
(管理技術者) 

－ ３  

若手技術者の活躍 
(若手技術者) 

－ ３  

人材育成 － ４  

評価テーマ ３０ － － 

小計 ３０ ３０  

合計 ６０.５ ６０.５  

 

（１）令和８年３月３１日公告まで （２）令和８年４月１日公告から
加点：技術点の５％以上の整数 ･･･ ４点
減点：加点割合より大きい割合 ･･･ －５点

加点：技術点の３％以上の整数 ･･･ ２点
減点：加点割合より大きい割合 ･･･ －３点
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【参考：入札説明書改定】業務実施体制の様式変更

再委託・技術協力の予定

■再委託・技術協力を受ける予定がある場合は以
下を記載
・再委託業務または技術協力を受ける業務の内容
・再委託先または協力先
・委託する理由（企業の技術的特徴等）
※業務の主たる部分を再委託してはならない

■再委託等を行わない場合
・再委託業務または技術協力を受ける業務の内容
の欄に「業務の再委託等なし」と記載

設計共同体の業務分担

■設計共同体で参加する場合は以下を記載
・分担業務の内容
・設計共同体の代表者または構成員
・企業名等

■単体企業の場合
・記載の必要はない

従前は同一の欄としていた以下の欄を
別々に記載するよう変更
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【参考：入札説明書改定】人材育成の様式変更
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設計共同体の場合の提出方法を変更

令和８年３月３１日公告まで

・全ての構成員の取り組みを構成員毎に記載

・設計共同体の場合は本様式が複数枚となってもよい

令和８年４月１日公告から

・設計共同体に属する全ての者が本様式を提出

・各者Ａ４版片面１枚までに記載

・代表者または構成員である旨と企業名等を記載


